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１．これまでの経緯

「野路西部地区ふるさとの顔づくり計画書」（まちづくり方針）について

ＪＲ南草津駅西側の野路西部地区では、野路西部地区土地区画整理事業の施行時に土地区画整理組合が作

成した「野路西部地区ふるさとの顔づくり計画書（以下、顔づくり計画書）」に合わせて、平成１８年度に用途地域

の見直しおよび地区計画の作成を行なった。

駅に近接するエリアについては、「賑わい・活動のヒューマンアメニティゾーン（以下、アメニティゾーン）」としての

位置付けに即した商業地区としての土地利用を想定して、用途地域を商業地域（容積率５００％）に変更するとと

もに、地区計画ではＡ地区（詳細は後述）に指定した。

このとき、アメニティゾーン内に含まれていた老人福祉施設は、土地区画整理事業の前後において同じ場所に

存続することとなったため、この老人福祉施設が建つ土地を含む区画は従来の都市計画を維持することとしてい

た。
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２．変更理由

①「草津市立地適正化計画」に基づく都市機能の誘導

ＪＲ南草津駅周辺は、これまでの市街化により空閑

地が少ない状況であり、まちづくり上の課題解決や市

民福祉の増進につながる公共施設、新たな賑わい・活

力の創出につながる都市機能の誘導を図ることが困

難なエリアになっている。

平成３０年１０月策定の「草津市立地適正化計画」に

おいて、ＪＲ南草津駅周辺を都市機能誘導区域に位置

付けおり、当該地の高度利用を可能とした用途地域お

よび地区計画の変更が必要となる。

都市機能誘導区域

変更地
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２．変更理由

②「野路西部地区ふるさとの顔づくり計画書」との整合

野路西部地区土地区画整理組合が作成した「顔づくり計画書」と整合しない状況の中、今般、令和２年度に「や

わらぎ苑」が市内他所へ移転することが決まったことから、機を逸することなく、当該地にかかる都市計画を「顔づ

くり計画書」の内容と適合させる必要がある。
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２．変更理由



３．用途地域の変更（案）について

6 用途地域変更区域

❶商業地域

❷容積率500％
❸ 建蔽率 80％
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４．地区計画の変更（案）について

「準工業地域」としての土地利用を想
定した「Ｅ地区」から、「商業地域」とし
ての土地利用を想定した「Ａ地区」に
変更。
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５．縦覧等

１．条例縦覧（地区計画） 【１月７日から１月２７日】

意見提出者数・・・３名

意 見 内 容・・・資料４参照

２．都市計画法縦覧（用途地域・地区計画） 【３月３日から３月１７日】

意見提出者数・・・１名

意 見 内 容・・・資料４参照
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６．スケジュール（予定）
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